
計
量
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
計
量
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

計
量
法
施
行
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
五
条
、
第
十
三
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
五
条
、
第
十
三
条
関
係
）

事
業
の
区
分

事
業
の
区
分
の
略
称

検
査
の
た
め
の
器
具
、
機
械
又
は
装
置

事
業
の
区
分

事
業
の
区
分
の
略
称

検
査
の
た
め
の
器
具
、
機
械
又
は
装
置

一
〜
六

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

一
〜
六

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

七

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

一

次
に
掲
げ
る
イ
又
は
ロ
の
設
備

七

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

一

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計

八

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

イ

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計

八

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
新
設
﹈

ロ

体
温
計
用
基
準
電
気
式
温
度
計

﹇
新
設
﹈

二

﹇
略
﹈

二

﹇
略
﹈

九
〜
二
十
五

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

九
〜
二
十
五

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

二
十
六

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

次
の
い
ず
れ
か
の
設
備

二
十
六

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

次
の
い
ず
れ
か
の
設
備

一
・
二

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
略
﹈

三

基
準
電
気
式
圧
力
計

﹇
新
設
﹈

二
十
七

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

二
十
七

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

二
十
八
〜
四
十

六

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

二
十
八
〜
四
十

六

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
経
済
産
業
省
令
第
六
十
二
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
及
び
計
量
法
関
係
手
数
料
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
計
量
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
九
月
二
十
日

経
済
産
業
大
臣

藤

健





（
基
準
器
検
査
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

基
準
器
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

第
一
節

通
則
（
第
一
条

第
五
条
）

第
一
節

通
則
（
第
一
条

第
五
条
）

第
二
節

申
請
等
（
第
六
条

第
八
条
）

第
二
節

申
請
等
（
第
六
条

第
八
条
）

第
三
節

基
準
器
検
査
の
合
格
条
件
（
第
九
条

第
十
八
条
）

第
三
節

基
準
器
検
査
の
合
格
条
件
（
第
九
条

第
十
八
条
）

第
四
節

基
準
器
検
査
証
印
（
第
十
九
条

第
二
十
二
条
）

第
四
節

基
準
器
検
査
証
印
（
第
十
九
条

第
二
十
二
条
）

第
五
節

雑
則
（
第
二
十
三
条

第
二
十
八
条
の
二
）

第
五
節

雑
則
（
第
二
十
三
条

第
二
十
八
条
の
二
）

第
二
章

長
さ
基
準
器

第
二
章

長
さ
基
準
器

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
款

基
準
巻
尺
（
第
二
十
九
条

第
三
十
四
条
）

第
一
款

基
準
巻
尺
（
第
二
十
九
条

第
三
十
四
条
）

第
二
款

タ
ク
シ
ー
メ
ー
タ
ー
装
置
検
査
用
基
準
器
（
第
三
十
五
条

第
三
十
八
条
）

第
二
款

タ
ク
シ
ー
メ
ー
タ
ー
装
置
検
査
用
基
準
器
（
第
三
十
五
条

第
三
十
八
条
）

第
二
節

基
準
器
公
差
（
第
三
十
九
条
）

第
二
節

基
準
器
公
差
（
第
三
十
九
条
）

第
三
節

検
査
方
法

第
三
節

検
査
方
法

第
一
款

基
準
巻
尺
（
第
四
十
条

第
四
十
四
条
）

第
一
款

基
準
巻
尺
（
第
四
十
条

第
四
十
四
条
）

第
二
款

タ
ク
シ
ー
メ
ー
タ
ー
装
置
検
査
用
基
準
器
（
第
四
十
五
条

第
四
十
七
条
）

第
二
款

タ
ク
シ
ー
メ
ー
タ
ー
装
置
検
査
用
基
準
器
（
第
四
十
五
条

第
四
十
七
条
）

第
三
章

質
量
基
準
器

第
三
章

質
量
基
準
器

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
款

通
則
（
第
四
十
八
条

第
六
十
六
条
）

第
一
款

通
則
（
第
四
十
八
条

第
六
十
六
条
）

第
二
款

基
準
天
び
ん
等
（
第
六
十
七
条

第
七
十
五
条
）

第
二
款

基
準
天
び
ん
等
（
第
六
十
七
条

第
七
十
五
条
）

第
三
款

基
準
台
手
動
は
か
り
（
第
七
十
六
条

第
八
十
二
条
）

第
三
款

基
準
台
手
動
は
か
り
（
第
七
十
六
条

第
八
十
二
条
）

第
四
款

基
準
分
銅
（
第
八
十
三
条

第
九
十
条
）

第
四
款

基
準
分
銅
（
第
八
十
三
条

第
九
十
条
）

第
二
節

基
準
器
公
差
（
第
九
十
一
条
）

第
二
節

基
準
器
公
差
（
第
九
十
一
条
）

第
三
節

検
査
方
法

第
三
節

検
査
方
法

第
一
款

通
則
（
第
九
十
二
条

第
九
十
八
条
）

第
一
款

通
則
（
第
九
十
二
条

第
九
十
八
条
）

第
二
款

基
準
天
び
ん
（
第
九
十
九
条

第
百
二
条
）

第
二
款

基
準
天
び
ん
（
第
九
十
九
条

第
百
二
条
）

第
三
款

基
準
台
手
動
は
か
り
（
第
百
三
条

第
百
九
条
）

第
三
款

基
準
台
手
動
は
か
り
（
第
百
三
条

第
百
九
条
）

第
四
款

基
準
分
銅
（
第
百
十
条
）

第
四
款

基
準
分
銅
（
第
百
十
条
）

第
四
章

温
度
基
準
器

第
四
章

温
度
基
準
器

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
款

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
（
第
百
十
一
条

第
百
十
六
条
）

第
一
款

通
則
（
第
百
十
一
条

第
百
十
六
条
）

第
二
款

体
温
計
用
基
準
電
気
式
温
度
計
（
第
百
十
七
条

第
百
三
十
条
）

第
二
款

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
（
第
百
十
七
条

第
百
三
十
条
）

第
二
節

基
準
器
公
差
（
第
百
三
十
一
条

第
百
三
十
三
条
の
二
）

第
二
節

基
準
器
公
差
（
第
百
三
十
一
条

第
百
三
十
三
条
）

第
三
節

検
査
方
法

第
三
節

検
査
方
法
（
第
百
三
十
四
条

第
百
四
十
七
条
）

第
一
款

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
（
第
百
三
十
四
条

第
百
四
十
七
条
）

﹇
新
設
﹈

第
二
款

体
温
計
用
基
準
電
気
式
温
度
計
（
第
百
四
十
七
条
の
二
・
第
百
四
十
七
条
の
三
）

﹇
新
設
﹈

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



第
五
章

面
積
基
準
器

第
五
章

面
積
基
準
器

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準
（
第
百
四
十
八
条

第
百
五
十
条
）

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準
（
第
百
四
十
八
条

第
百
五
十
条
）

第
二
節

基
準
器
公
差
（
第
百
五
十
一
条
）

第
二
節

基
準
器
公
差
（
第
百
五
十
一
条
）

第
三
節

検
査
方
法
（
第
百
五
十
二
条

第
百
五
十
四
条
）

第
三
節

検
査
方
法
（
第
百
五
十
二
条

第
百
五
十
四
条
）

第
六
章

体
積
基
準
器

第
六
章

体
積
基
準
器

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
款

基
準
フ
ラ
ス
コ
等
（
第
百
五
十
五
条

第
百
六
十
二
条
）

第
一
款

基
準
フ
ラ
ス
コ
等
（
第
百
五
十
五
条

第
百
六
十
二
条
）

第
二
款

基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
（
第
百
六
十
三
条

第
百
八
十
二
条
）

第
二
款

基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
（
第
百
六
十
三
条

第
百
八
十
二
条
）

第
三
款

基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
（
第
百
八
十
三
条

第
百
九
十
一
条
）

第
三
款

基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
（
第
百
八
十
三
条

第
百
九
十
一
条
）

第
四
款

基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
（
第
百
九
十
二
条

第
二
百
二
条
）

第
四
款

基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
（
第
百
九
十
二
条

第
二
百
二
条
）

第
五
款

基
準
タ
ン
ク
（
第
二
百
三
条

第
二
百
十
五
条
）

第
五
款

基
準
タ
ン
ク
（
第
二
百
三
条

第
二
百
十
五
条
）

第
六
款

基
準
体
積
管
（
第
二
百
十
六
条

第
二
百
二
十
六
条
）

第
六
款

基
準
体
積
管
（
第
二
百
十
六
条

第
二
百
二
十
六
条
）

第
二
節

基
準
器
公
差
（
第
二
百
二
十
七
条
）

第
二
節

基
準
器
公
差
（
第
二
百
二
十
七
条
）

第
三
節

検
査
方
法

第
三
節

検
査
方
法

第
一
款

基
準
フ
ラ
ス
コ
等
（
第
二
百
二
十
八
条

第
二
百
三
十
三
条
）

第
一
款

基
準
フ
ラ
ス
コ
等
（
第
二
百
二
十
八
条

第
二
百
三
十
三
条
）

第
二
款

基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
（
第
二
百
三
十
四
条

第
二
百
四
十
二
条
）

第
二
款

基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
（
第
二
百
三
十
四
条

第
二
百
四
十
二
条
）

第
三
款

基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
（
第
二
百
四
十
三
条

第
二
百
四
十
七
条
）

第
三
款

基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
（
第
二
百
四
十
三
条

第
二
百
四
十
七
条
）

第
四
款

基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
（
第
二
百
四
十
八
条

第
二
百
五
十
三
条
）

第
四
款

基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
（
第
二
百
四
十
八
条

第
二
百
五
十
三
条
）

第
五
款

基
準
タ
ン
ク
（
第
二
百
五
十
四
条

第
二
百
五
十
七
条
）

第
五
款

基
準
タ
ン
ク
（
第
二
百
五
十
四
条

第
二
百
五
十
七
条
）

第
六
款

基
準
体
積
管
（
第
二
百
五
十
八
条

第
二
百
六
十
一
条
）

第
六
款

基
準
体
積
管
（
第
二
百
五
十
八
条

第
二
百
六
十
一
条
）

第
七
章

密
度
基
準
器

第
七
章

密
度
基
準
器

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
款

通
則
（
第
二
百
六
十
二
条

第
二
百
七
十
一
条
）

第
一
款

通
則
（
第
二
百
六
十
二
条

第
二
百
七
十
一
条
）

第
二
款

基
準
密
度
浮
ひ
ょ
う
（
第
二
百
七
十
二
条
・
第
二
百
七
十
三
条
）

第
二
款

基
準
密
度
浮
ひ
ょ
う
（
第
二
百
七
十
二
条
・
第
二
百
七
十
三
条
）

第
三
款

液
化
石
油
ガ
ス
用
基
準
浮
ひ
ょ
う
型
密
度
計
（
第
二
百
七
十
四
条

第
二
百
七
十
八
条
）

第
三
款

液
化
石
油
ガ
ス
用
基
準
浮
ひ
ょ
う
型
密
度
計
（
第
二
百
七
十
四
条

第
二
百
七
十
八
条
）

第
二
節

基
準
器
公
差
（
第
二
百
七
十
九
条
・
第
二
百
八
十
条
）

第
二
節

基
準
器
公
差
（
第
二
百
七
十
九
条
・
第
二
百
八
十
条
）

第
三
節

検
査
方
法
（
第
二
百
八
十
一
条

第
二
百
八
十
七
条
）

第
三
節

検
査
方
法
（
第
二
百
八
十
一
条

第
二
百
八
十
七
条
）

第
八
章

圧
力
基
準
器

第
八
章

圧
力
基
準
器

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
款

基
準
液
柱
型
圧
力
計
（
第
二
百
八
十
八
条

第
二
百
九
十
六
条
）

第
一
款

基
準
液
柱
型
圧
力
計
（
第
二
百
八
十
八
条

第
二
百
九
十
六
条
）

第
二
款

基
準
重
錘
型
圧
力
計
（
第
二
百
九
十
七
条

第
三
百
九
条
）

第
二
款

基
準
重
錘
型
圧
力
計
（
第
二
百
九
十
七
条

第
三
百
九
条
）

第
三
款

基
準
電
気
式
圧
力
計
（
第
三
百
九
条
の
二
・
第
三
百
九
条
の
三
）

﹇
新
設
﹈

第
四
款

血
圧
計
用
基
準
圧
力
計
（
第
三
百
九
条
の
四
・
第
三
百
九
条
の
五
）

第
三
款

血
圧
計
用
基
準
圧
力
計
（
第
三
百
九
条
の
二
・
第
三
百
九
条
の
三
）

第
二
節

基
準
器
公
差
（
第
三
百
十
条

第
三
百
十
一
条
の
三
）

第
二
節

基
準
器
公
差
（
第
三
百
十
条

第
三
百
十
一
条
の
二
）

第
三
節

検
査
方
法

第
三
節

検
査
方
法

第
一
款

通
則
（
第
三
百
十
二
条
）

第
一
款

通
則
（
第
三
百
十
二
条
）

第
二
款

基
準
液
柱
型
圧
力
計
（
第
三
百
十
三
条
・
第
三
百
十
四
条
）

第
二
款

基
準
液
柱
型
圧
力
計
（
第
三
百
十
三
条
・
第
三
百
十
四
条
）

第
三
款

基
準
重
錘
型
圧
力
計
（
第
三
百
十
五
条

第
三
百
十
七
条
）

第
三
款

基
準
重
錘
型
圧
力
計
（
第
三
百
十
五
条

第
三
百
十
七
条
）

第
四
款

基
準
電
気
式
圧
力
計
（
第
三
百
十
七
条
の
二
・
第
三
百
十
七
条
の
三
）

﹇
新
設
﹈

第
五
款

血
圧
計
用
基
準
圧
力
計
（
第
三
百
十
七
条
の
四
・
第
三
百
十
七
条
の
五
）

第
四
款

血
圧
計
用
基
準
圧
力
計
（
第
三
百
十
七
条
の
二
・
第
三
百
十
七
条
の
三
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



第
九
章

削
除

第
九
章

削
除

第
十
章

電
気
基
準
器

第
十
章

電
気
基
準
器

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
款

基
準
電
流
計
等
（
第
三
百
三
十
条

第
三
百
三
十
五
条
）

第
一
款

基
準
電
流
計
等
（
第
三
百
三
十
条

第
三
百
三
十
五
条
）

第
二
款

基
準
電
圧
発
生
器
（
第
三
百
三
十
六
条

第
三
百
三
十
八
条
）

第
二
款

基
準
電
圧
発
生
器
（
第
三
百
三
十
六
条

第
三
百
三
十
八
条
）

第
三
款

基
準
抵
抗
器
（
第
三
百
三
十
九
条

第
三
百
四
十
三
条
）

第
三
款

基
準
抵
抗
器
（
第
三
百
三
十
九
条

第
三
百
四
十
三
条
）

第
四
款

基
準
電
力
量
計
（
第
三
百
四
十
四
条

第
三
百
五
十
一
条
）

第
四
款

基
準
電
力
量
計
（
第
三
百
四
十
四
条

第
三
百
五
十
一
条
）

第
二
節

基
準
器
公
差
（
第
三
百
五
十
二
条
）

第
二
節

基
準
器
公
差
（
第
三
百
五
十
二
条
）

第
三
節

検
査
方
法

第
三
節

検
査
方
法

第
一
款

基
準
電
流
計
等
（
第
三
百
五
十
三
条

第
三
百
五
十
九
条
）

第
一
款

基
準
電
流
計
等
（
第
三
百
五
十
三
条

第
三
百
五
十
九
条
）

第
二
款

基
準
電
圧
発
生
器
（
第
三
百
六
十
条

第
三
百
六
十
二
条
）

第
二
款

基
準
電
圧
発
生
器
（
第
三
百
六
十
条

第
三
百
六
十
二
条
）

第
三
款

基
準
抵
抗
器
（
第
三
百
六
十
三
条

第
三
百
六
十
六
条
）

第
三
款

基
準
抵
抗
器
（
第
三
百
六
十
三
条

第
三
百
六
十
六
条
）

第
四
款

基
準
電
力
量
計
（
第
三
百
六
十
七
条

第
三
百
七
十
五
条
）

第
四
款

基
準
電
力
量
計
（
第
三
百
六
十
七
条

第
三
百
七
十
五
条
）

第
十
一
章

照
度
基
準
器

第
十
一
章

照
度
基
準
器

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準
（
第
三
百
七
十
六
条

第
三
百
七
十
八
条
）

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準
（
第
三
百
七
十
六
条

第
三
百
七
十
八
条
）

第
二
節

基
準
器
公
差
（
第
三
百
七
十
九
条
）

第
二
節

基
準
器
公
差
（
第
三
百
七
十
九
条
）

第
三
節

検
査
方
法
（
第
三
百
八
十
条
）

第
三
節

検
査
方
法
（
第
三
百
八
十
条
）

第
十
二
章

騒
音
基
準
器

第
十
二
章

騒
音
基
準
器

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準
（
第
三
百
八
十
一
条

第
三
百
八
十
三
条
）

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準
（
第
三
百
八
十
一
条

第
三
百
八
十
三
条
）

第
二
節

基
準
器
公
差
（
第
三
百
八
十
四
条
）

第
二
節

基
準
器
公
差
（
第
三
百
八
十
四
条
）

第
三
節

検
査
方
法
（
第
三
百
八
十
五
条

第
三
百
八
十
八
条
）

第
三
節

検
査
方
法
（
第
三
百
八
十
五
条

第
三
百
八
十
八
条
）

第
十
三
章

振
動
基
準
器

第
十
三
章

振
動
基
準
器

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準
（
第
三
百
八
十
九
条

第
三
百
九
十
二
条
）

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準
（
第
三
百
八
十
九
条

第
三
百
九
十
二
条
）

第
二
節

基
準
器
公
差
（
第
三
百
九
十
三
条
）

第
二
節

基
準
器
公
差
（
第
三
百
九
十
三
条
）

第
三
節

検
査
方
法
（
第
三
百
九
十
四
条
・
第
三
百
九
十
五
条
）

第
三
節

検
査
方
法
（
第
三
百
九
十
四
条
・
第
三
百
九
十
五
条
）

第
十
四
章

濃
度
基
準
器

第
十
四
章

濃
度
基
準
器

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準
（
第
三
百
九
十
六
条

第
四
百
六
条
）

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準
（
第
三
百
九
十
六
条

第
四
百
六
条
）

第
二
節

基
準
器
公
差
（
第
四
百
七
条
・
第
四
百
八
条
）

第
二
節

基
準
器
公
差
（
第
四
百
七
条
・
第
四
百
八
条
）

第
三
節

検
査
方
法
（
第
四
百
九
条

第
四
百
十
四
条
）

第
三
節

検
査
方
法
（
第
四
百
九
条

第
四
百
十
四
条
）

第
十
五
章

比
重
基
準
器

第
十
五
章

比
重
基
準
器

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
款

通
則
（
第
四
百
十
五
条

第
四
百
二
十
四
条
）

第
一
款

通
則
（
第
四
百
十
五
条

第
四
百
二
十
四
条
）

第
二
款

基
準
比
重
浮
ひ
ょ
う
（
第
四
百
二
十
五
条
）

第
二
款

基
準
比
重
浮
ひ
ょ
う
（
第
四
百
二
十
五
条
）

第
三
款

基
準
重
ボ
ー
メ
度
浮
ひ
ょ
う
（
第
四
百
二
十
六
条
）

第
三
款

基
準
重
ボ
ー
メ
度
浮
ひ
ょ
う
（
第
四
百
二
十
六
条
）

第
二
節

基
準
器
公
差
（
第
四
百
二
十
七
条
・
第
四
百
二
十
八
条
）

第
二
節

基
準
器
公
差
（
第
四
百
二
十
七
条
・
第
四
百
二
十
八
条
）

第
三
節

検
査
方
法
（
第
四
百
二
十
九
条

第
四
百
三
十
四
条
）

第
三
節

検
査
方
法
（
第
四
百
二
十
九
条

第
四
百
三
十
四
条
）

附
則

附
則

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

第
一
節

通
則

第
一
節

通
則

（
基
準
器
の
種
類
）

（
基
準
器
の
種
類
）

第
四
条

基
準
器
の
種
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
四
条

基
準
器
の
種
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
略
﹈
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三

温
度
基
準
器

三

温
度
基
準
器

イ

﹇
略
﹈

イ

﹇
略
﹈

ロ

体
温
計
用
基
準
電
気
式
温
度
計

﹇
新
設
﹈

四
〜
六

﹇
略
﹈

四
〜
六

﹇
略
﹈

七

圧
力
基
準
器

七

圧
力
基
準
器

イ
・
ロ

﹇
略
﹈

イ
・
ロ

﹇
略
﹈

ハ

基
準
電
気
式
圧
力
計

﹇
新
設
﹈

ニ

﹇
略
﹈

ハ

﹇
略
﹈

八
〜
十
四

﹇
略
﹈

八
〜
十
四

﹇
略
﹈

（
基
準
器
検
査
証
印
を
付
す
る
部
分
）

（
基
準
器
検
査
証
印
を
付
す
る
部
分
）

第
二
十
条

基
準
器
検
査
証
印
を
付
す
る
基
準
器
の
部
分
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
十
条

基
準
器
検
査
証
印
を
付
す
る
基
準
器
の
部
分
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
略
﹈

三

温
度
基
準
器
に
つ
い
て
は
、
次
の
部
分

三

温
度
基
準
器
に
つ
い
て
は
、
上
端
付
近

イ

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
に
つ
い
て
は
、
上
端
付
近

﹇
新
設
﹈

ロ

体
温
計
用
基
準
電
気
式
温
度
計
に
つ
い
て
は
、
本
体
の
見
や
す
い
箇
所

﹇
新
設
﹈

四
〜
六

﹇
略
﹈

四
〜
六

﹇
略
﹈

七

圧
力
基
準
器
に
つ
い
て
は
、
次
の
部
分

七

圧
力
基
準
器
に
つ
い
て
は
、
次
の
部
分

イ
・
ロ

﹇
略
﹈

イ
・
ロ

﹇
略
﹈

ハ

基
準
電
気
式
圧
力
計
及
び
血
圧
計
用
基
準
圧
力
計
に
つ
い
て
は
、
本
体
の
見
や
す
い
箇
所

ハ

血
圧
計
用
基
準
圧
力
計
に
つ
い
て
は
、
本
体
の
見
や
す
い
箇
所

八
〜
十

﹇
略
﹈

八
〜
十

﹇
略
﹈

２
・
３

﹇
略
﹈

２
・
３

﹇
略
﹈

（
基
準
器
検
査
証
印
の
有
効
期
間
）

（
基
準
器
検
査
証
印
の
有
効
期
間
）

第
二
十
一
条

法
第
百
四
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
器
検
査
証
印
の
有
効
期
間
は
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
基
準
器
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

第
二
十
一
条

法
第
百
四
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
器
検
査
証
印
の
有
効
期
間
は
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
基
準
器
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

基

準

器

の

種

類

有

効

期

間

基

準

器

の

種

類

有

効

期

間

一
・
二

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

三

温
度
基
準
器

﹇
削
る
﹈

三

温
度
基
準
器

五
年

イ

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計

五
年

﹇
新
設
﹈

﹇
新
設
﹈

ロ

体
温
計
用
基
準
電
気
式
温
度
計

三
年

﹇
新
設
﹈

﹇
新
設
﹈

四
〜
六

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

四
〜
六

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

七

圧
力
基
準
器

七

圧
力
基
準
器

イ

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

イ

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

ロ

基
準
電
気
式
圧
力
計
及
び
血
圧
計
用
基
準
圧
力
計

三
年

ロ

血
圧
計
用
基
準
圧
力
計

一
年

八
〜
十
二

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

八
〜
十
二

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈
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第
四
章

温
度
基
準
器

第
四
章

温
度
基
準
器

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
款

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計

第
一
款

通
則

（
表
記
）

（
表
記
）

第
百
十
一
条

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
の
主
な
目
盛
線
に
は
、
そ
の
表
す
温
度
の
値
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
百
十
一
条

温
度
基
準
器
の
主
な
目
盛
線
に
は
、そ
の
表
す
温
度
の
値
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
目
盛
標
識
）

（
目
盛
標
識
）

第
百
十
二
条

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
の
目
盛
線
は
、
相
互
に
対
応
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
大
き
さ
そ
の

他
の
性
質
が
均
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
十
二
条

温
度
基
準
器
の
目
盛
線
は
、
相
互
に
対
応
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
大
き
さ
そ
の
他
の
性
質

が
均
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
の
目
盛
線
は
、
そ
の
中
心
線
に
よ
っ
て
温
度
を
表
す
よ
う
に
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

温
度
基
準
器
の
目
盛
線
は
、そ
の
中
心
線
に
よ
っ
て
温
度
を
表
す
よ
う
に
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
の
目
盛
線
は
、
そ
の
太
さ
が
目
幅
の
五
分
の
一
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

温
度
基
準
器
の
目
盛
線
は
、
そ
の
太
さ
が
目
幅
の
五
分
の
一
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
の
目
盛
線
は
、
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
を
鉛
直
の
状
態
に
し
、
か
つ
、
感
温
液
の
液

面
の
位
置
ま
で
そ
の
目
盛
線
が
表
す
温
度
に
保
っ
た
と
き
に
、
そ
の
位
置
に
よ
っ
て
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４

温
度
基
準
器
の
目
盛
線
は
、
温
度
基
準
器
を
鉛
直
の
状
態
に
し
、
か
つ
、
感
温
液
の
液
面
の
位
置
ま
で
そ
の

目
盛
線
が
表
す
温
度
に
保
っ
た
と
き
に
、
そ
の
位
置
に
よ
っ
て
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
は
、
零
下
五
十
六
度
か
ら
三
百
六
十
五
度
ま
で
の
う
ち
、
一
定
の
範
囲
の
温
度
を
表

す
目
盛
線
が
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
零
度
の
温
度
を
表
す
目
盛
線
が
付
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

５

温
度
基
準
器
の
目
盛
線
は
、
感
温
液
が
水
銀
又
は
水
銀
ア
マ
ル
ガ
ム
（
以
下
「
水
銀
等
」
と
い
う
。）で
あ
る

と
き
は
、
液
面
の
最
上
部
に
よ
る
示
度
に
よ
り
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
は
、
零
度
の
温
度
を
表
す
目
盛
線
の
上
下
に
、
そ
の
目
盛
線
に
連
続
し
て
、
当
該
基

準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
の
最
小
の
目
量
の
目
盛
線
が
三
本
以
上
ず
つ
付
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
新
設
﹈

７

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
の
目
幅
は
、
棒
状
の
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
に
あ
っ
て
は
〇
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以

上
、
二
重
管
の
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
に
あ
っ
て
は
〇
・
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
新
設
﹈

第
百
十
二
条
の
二

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
の
う
ち
、
感
温
液
が
水
銀
又
は
水
銀
ア
マ
ル
ガ
ム
（
以
下
こ
の
章
に

お
い
て
「
水
銀
等
」
と
い
う
。）で
あ
る
も
の
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
基
準
水
銀
温
度
計
」
と
い
う
。）の
目

盛
線
は
、
液
面
の
最
上
部
に
よ
る
示
度
に
よ
り
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
新
設
﹈

２

基
準
水
銀
温
度
計
は
、
最
小
の
目
量
が
〇
・
〇
五
度
、
〇
・
一
度
、
〇
・
二
度
、
〇
・
五
度
又
は
一
度
の
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
十
二
条
の
三

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
で
あ
っ
て
、
感
温
液
が
水
銀
等
以
外
の
液
体
で
あ
る
も
の
（
以
下
こ

の
章
に
お
い
て
「
基
準
液
体
温
度
計
」
と
い
う
。）の
目
盛
線
は
、
液
面
の
最
下
部
に
よ
る
示
度
に
よ
り
付
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
新
設
﹈

２

基
準
液
体
温
度
計
は
、
目
量
が
〇
・
五
度
又
は
一
度
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
材
質
）

（
材
質
）

第
百
十
三
条

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
に
使
用
さ
れ
て
い
る
ガ
ラ
ス
は
、
ア
ル
カ
リ
が
遊
離
し
難
く
、
か
つ
、
経

年
変
化
を
し
難
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
十
三
条

温
度
基
準
器
に
使
用
さ
れ
て
い
る
ガ
ラ
ス
は
、
ア
ル
カ
リ
が
遊
離
し
難
く
、
か
つ
、
経
年
変
化
を

し
難
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
十
四
条

基
準
水
銀
温
度
計
に
封
入
さ
れ
て
い
る
水
銀
等
は
、
不
純
物
を
含
有
し
て
い
な
い
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
百
十
四
条

感
温
液
が
水
銀
等
で
あ
る
温
度
基
準
器
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て「
基
準
水
銀
温
度
計
」と
い
う
。）

に
封
入
さ
れ
て
い
る
水
銀
等
は
、
不
純
物
を
含
有
し
て
い
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
機
構
及
び
作
用
）

（
機
構
）

第
百
十
五
条

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
の
ガ
ラ
ス
の
部
分
は
、
継
ぎ
目
の
不
完
全
、
気
泡
、
傷
及
び
ひ
ず
み
等
が

あ
る
た
め
、
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
、
破
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
百
十
五
条

温
度
基
準
器
の
ガ
ラ
ス
の
部
分
は
、
継
ぎ
目
の
不
完
全
、
気
泡
、傷
及
び
ひ
ず
み
等
が
あ
る
た
め
、

通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
、
破
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

２

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
の
ガ
ラ
ス
の
部
分
の
長
さ
は
、七
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

温
度
基
準
器
の
ガ
ラ
ス
の
部
分
の
長
さ
は
、
七
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
の
形
状
は
、
直
線
状
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

温
度
基
準
器
の
形
状
は
、
直
線
状
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
は
、
浸
線
（
計
る
べ
き
温
度
を
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
を
表
示
す
る
線
そ
の

他
の
も
の
を
い
う
。）が
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

４

温
度
基
準
器
は
、
浸
線
（
計
る
べ
き
温
度
を
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
を
表
示
す
る
線
そ
の
他
の
も
の

を
い
う
。）が
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
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５

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
の
感
温
液
は
、
一
本
の
毛
細
管
に
入
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

温
度
基
準
器
の
感
温
液
は
、
一
本
の
毛
細
管
に
入
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
は
、
毛
細
管
の
内
壁
が
著
し
く
汚
れ
、
毛
細
管
の
補
球
部
に
示
度
に
影
響
を
及
ぼ
す

程
度
の
量
の
感
温
液
が
付
着
し
、
又
は
毛
細
管
内
に
水
分
、空
気
及
び
ち
り
等
を
含
ん
で
い
る
こ
と
等
の
た
め
、

温
度
を
計
る
と
き
に
、
感
温
液
の
液
切
れ
又
は
誤
差
を
生
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

６

温
度
基
準
器
は
、
毛
細
管
の
内
壁
が
著
し
く
汚
れ
、
毛
細
管
の
補
球
部
に
示
度
に
影
響
を
及
ぼ
す
程
度
の
量

の
感
温
液
が
付
着
し
、
又
は
毛
細
管
内
に
水
分
、
空
気
及
び
ち
り
等
を
含
ん
で
い
る
こ
と
等
の
た
め
、
温
度
を

計
る
と
き
に
、
感
温
液
の
液
切
れ
又
は
誤
差
を
生
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

７

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
は
、
温
度
を
計
る
と
き
に
、
感
温
液
の
移
動
が
円
滑
で
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

７

温
度
基
準
器
は
、
温
度
を
計
る
と
き
に
、
感
温
液
の
移
動
が
円
滑
で
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
は
、
ガ
ラ
ス
管
が
異
常
反
射
す
る
も
の
、
二
重
管
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
毛
細

管
若
し
く
は
目
盛
板
が
著
し
く
動
く
も
の
、又
は
そ
の
外
管
に
水
及
び
ち
り
等
が
入
っ
て
い
る
こ
と
等
の
た
め
、

示
度
の
読
み
取
り
難
い
も
の
若
し
く
は
示
度
を
読
み
取
る
際
に
誤
認
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
。

８

温
度
基
準
器
は
、
ガ
ラ
ス
管
が
異
常
反
射
す
る
も
の
、
二
重
管
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
毛
細
管
若
し
く

は
目
盛
板
が
著
し
く
動
く
も
の
、
又
は
そ
の
外
管
に
水
及
び
ち
り
等
が
入
っ
て
い
る
こ
と
等
の
た
め
、
示
度
の

読
み
取
り
難
い
も
の
若
し
く
は
示
度
を
読
み
取
る
際
に
誤
認
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
百
十
五
条
の
二

基
準
液
体
温
度
計
に
封
入
さ
れ
て
い
る
液
体
が
染
料
に
よ
り
着
色
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ

の
染
料
は
、
容
易
に
た
い
色
し
、
又
は
沈
で
ん
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
新
設
﹈

第
百
十
五
条
の
三

基
準
液
体
温
度
計
は
、
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
高
の
温
度
が
五
十
度
以
下
の
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

﹇
新
設
﹈

第
百
十
五
条
の
四

目
量
が
〇
・
二
度
以
下
の
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
は
、
常
温
に
三
日
以
上
放
置
し
た
後
に
零

度
の
温
度
を
計
っ
た
と
き
の
示
度
と
、
百
度
の
温
度
（
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
高
の
温
度
が
百
度
未
満
の
と
き

は
、
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
高
の
温
度
の
絶
対
値
が
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
低
の
温
度
の
絶
対
値
よ
り
大
き
い

か
又
は
等
し
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
高
の
温
度
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
計

る
こ
と
が
で
き
る
最
低
の
温
度
）
に
三
十
分
間
保
っ
た
直
後
に
零
度
の
温
度
を
計
っ
た
と
き
の
示
度
と
の
差
が

〇
・
〇
八
度
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

﹇
新
設
﹈

第
百
十
五
条
の
五

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
は
、
三
十
分
間
以
上
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
高
又
は
最
低
の
温
度
に

近
い
温
度
に
保
っ
た
後
八
時
間
以
内
に
零
度
の
目
盛
線
に
お
け
る
器
差
の
検
査
を
行
っ
た
と
き
の
器
差
と
、
再

び
三
十
分
間
以
上
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
高
又
は
最
低
の
温
度
に
保
っ
た
後
八
時
間
以
内
に
零
度
の
目
盛
線
に

お
け
る
器
差
の
検
査
を
行
っ
た
と
き
の
器
差
と
の
差
が
、
基
準
器
公
差
の
二
分
の
一
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

﹇
新
設
﹈

第
百
十
五
条
の
六

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
は
、
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
低
の
温
度
に
保
っ
た
と
き
に
、
感
温
液

の
移
動
が
円
滑
で
な
い
た
め
、
示
度
の
読
み
取
り
難
い
も
の
又
は
容
易
に
誤
差
が
生
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
。

﹇
新
設
﹈

第
百
十
五
条
の
七

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
は
、
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
高
の
温
度
に
保
っ
た
と
き
に
、
感
温
液

の
沸
騰
、
酸
化
、
蒸
発
、
凝
結
若
し
く
は
気
泡
の
発
生
又
は
球
部
の
変
形
等
が
生
ず
る
た
め
、
示
度
の
読
み
取

り
難
い
も
の
又
は
容
易
に
液
切
れ
若
し
く
は
誤
差
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

﹇
新
設
﹈

第
百
十
五
条
の
八

二
重
管
の
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
は
、
外
管
の
頭
部
が
溶
接
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

﹇
新
設
﹈

（
留
点
）

（
留
点
）

第
百
十
六
条

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
は
、
留
点
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
百
十
六
条

温
度
基
準
器
は
、
留
点
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
款

体
温
計
用
基
準
電
気
式
温
度
計

第
二
款

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計

（
表
記
）

（
目
盛
標
識
）

第
百
十
七
条

体
温
計
用
基
準
電
気
式
温
度
計
の
表
記
事
項
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｔ
一
一
四
〇
（
二
〇
二
四
）
附

属
書
に
よ
る
。

第
百
十
七
条

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
は
、
零
下
五
十
六
度
か
ら
三
百
六
十
五
度
ま
で
の
う
ち
、
一
定
の
範
囲
の

温
度
を
表
す
目
盛
線
が
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
零
度
の
温
度
を
表
す
目
盛
線
が
付
さ
れ
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
は
、
零
度
の
温
度
を
表
す
目
盛
線
の
上
下
に
、
そ
の
目
盛
線
に
連
続
し
て
、
当
該
基

準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
の
最
小
の
目
量
の
目
盛
線
が
三
本
以
上
ず
つ
付
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
の
目
幅
は
、
棒
状
の
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
に
あ
っ
て
は
〇
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以

上
、
二
重
管
の
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
に
あ
っ
て
は
〇
・
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
機
構
及
び
作
用
）

第
百
十
八
条

体
温
計
用
基
準
電
気
式
温
度
計
の
機
構
及
び
作
用
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｔ
一
一
四
〇（
二
〇
二
四
）

附
属
書
に
よ
る
。

第
百
十
八
条

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
の
う
ち
、
基
準
水
銀
温
度
計
は
、
最
小
の
目
量
が
〇
・
〇
五
度
、
〇
・
一

度
、
〇
・
二
度
、
〇
・
五
度
又
は
一
度
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
十
九
条
か
ら
第
百
三
十
条
ま
で

削
除

第
百
十
九
条

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
で
あ
っ
て
、
感
温
液
が
水
銀
等
以
外
の
液
体
で
あ
る
も
の
（
以
下
こ
の
章

に
お
い
て
「
基
準
液
体
温
度
計
」
と
い
う
。）の
目
盛
線
は
、
液
面
の
最
下
部
に
よ
る
示
度
に
よ
り
付
さ
れ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

基
準
液
体
温
度
計
は
、
目
量
が
〇
・
五
度
又
は
一
度
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
機
構
及
び
作
用
）

第
百
二
十
条

基
準
液
体
温
度
計
に
封
入
さ
れ
て
い
る
液
体
が
染
料
に
よ
り
着
色
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
染

料
は
、
容
易
に
た
い
色
し
、
又
は
沈
で
ん
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
二
十
一
条

基
準
液
体
温
度
計
は
、
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
高
の
温
度
が
五
十
度
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
百
二
十
二
条

目
量
が
〇
・
二
度
以
下
の
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
は
、
常
温
に
三
日
以
上
放
置
し
た
後
に
零
度

の
温
度
を
計
っ
た
と
き
の
示
度
と
、
百
度
の
温
度（
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
高
の
温
度
が
百
度
未
満
の
と
き
は
、

計
る
こ
と
が
で
き
る
最
高
の
温
度
の
絶
対
値
が
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
低
の
温
度
の
絶
対
値
よ
り
大
き
い
か
又

は
等
し
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
高
の
温
度
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
計
る
こ

と
が
で
き
る
最
低
の
温
度
）
に
三
十
分
間
保
っ
た
直
後
に
零
度
の
温
度
を
計
っ
た
と
き
の
示
度
と
の
差
が
〇
・

〇
八
度
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
百
二
十
三
条

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
は
、
三
十
分
間
以
上
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
高
又
は
最
低
の
温
度
に
近

い
温
度
に
保
っ
た
後
八
時
間
以
内
に
零
度
の
目
盛
線
に
お
け
る
器
差
の
検
査
を
行
っ
た
と
き
の
器
差
と
、
再
び

三
十
分
間
以
上
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
高
又
は
最
低
の
温
度
に
保
っ
た
後
八
時
間
以
内
に
零
度
の
目
盛
線
に
お

け
る
器
差
の
検
査
を
行
っ
た
と
き
の
器
差
と
の
差
が
、
基
準
器
公
差
の
二
分
の
一
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
百
二
十
四
条

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
は
、
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
低
の
温
度
に
保
っ
た
と
き
に
、
感
温
液
の

移
動
が
円
滑
で
な
い
た
め
、
示
度
の
読
み
取
り
難
い
も
の
又
は
容
易
に
誤
差
が
生
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
。

第
百
二
十
五
条

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
は
、
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
高
の
温
度
に
保
っ
た
と
き
に
、
感
温
液
の

沸
騰
、
酸
化
、
蒸
発
、
凝
結
若
し
く
は
気
泡
の
発
生
又
は
球
部
の
変
形
等
が
生
ず
る
た
め
、
示
度
の
読
み
取
り

難
い
も
の
又
は
容
易
に
液
切
れ
若
し
く
は
誤
差
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
百
二
十
六
条

二
重
管
の
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
は
、
外
管
の
頭
部
が
溶
接
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
百
二
十
七
条
か
ら
第
百
三
十
条
ま
で

削
除

第
二
節

基
準
器
公
差

第
二
節

基
準
器
公
差

（
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
の
基
準
器
公
差
）

（
温
度
基
準
器
の
基
準
器
公
差
）

第
百
三
十
一
条
〜
第
百
三
十
三
条

﹇
略
﹈

第
百
三
十
一
条
〜
第
百
三
十
三
条

﹇
略
﹈

（
体
温
計
用
基
準
電
気
式
温
度
計
の
基
準
器
公
差
）

第
百
三
十
三
条
の
二

体
温
計
用
基
準
電
気
式
温
度
計
の
基
準
器
公
差
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｔ
一
一
四
〇
（
二
〇

二
四
）
附
属
書
に
よ
る
。

﹇
新
設
﹈
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第
三
節

検
査
方
法

第
三
節

検
査
方
法

第
一
款

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計

﹇
新
設
﹈

（
機
構
及
び
作
用
の
検
査
）

（
機
構
及
び
作
用
の
検
査
）

第
百
三
十
五
条

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
が
第
百
十
五
条
の
四
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
必
要

が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
三
十
五
条

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
が
第
百
二
十
二
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
必
要
が

な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
三
十
六
条

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
が
第
百
十
五
条
の
五
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
計
る

こ
と
が
で
き
る
最
高
の
温
度
が
三
百
度
未
満
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
省
略
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
三
十
六
条

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
が
第
百
二
十
三
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
計
る
こ

と
が
で
き
る
最
高
の
温
度
が
三
百
度
未
満
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
省
略
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
百
三
十
七
条

三
百
度
を
超
え
る
目
盛
線
が
あ
る
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
に
つ
い
て
は
、
器
差
の
検
査
を
行
う

前
に
、
二
時
間
以
上
そ
の
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
高
の
温
度
に
近
い
温
度
に
保
っ
た
後
に
、
第
百
十
五
条
の
七

の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
を
行
う
。

第
百
三
十
七
条

三
百
度
を
超
え
る
目
盛
線
が
あ
る
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
に
つ
い
て
は
、
器
差
の
検
査
を
行
う

前
に
、
二
時
間
以
上
そ
の
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
高
の
温
度
に
近
い
温
度
に
保
っ
た
後
に
、
第
百
二
十
五
条
の

規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
を
行
う
。

（
器
差
の
検
査
）

（
器
差
の
検
査
）

第
百
三
十
八
条

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
の
器
差
の
検
査
は
、
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
高
の
温
度
、
計
る
こ
と
が

で
き
る
最
低
の
温
度
及
び
零
度
を
表
す
目
盛
線
並
び
に
任
意
の
一
以
上
の
目
盛
線
に
つ
い
て
行
う
。
た
だ
し
、

計
る
こ
と
が
で
き
る
最
高
又
は
最
低
の
温
度
を
表
す
目
盛
線
に
つ
い
て
の
器
差
の
検
査
が
困
難
な
と
き
は
、
で

き
る
だ
け
そ
れ
に
近
い
目
盛
線
に
つ
い
て
行
う
。

第
百
三
十
八
条

温
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
高
の
温
度
、
計
る
こ
と
が
で
き
る
最

低
の
温
度
及
び
零
度
を
表
す
目
盛
線
並
び
に
任
意
の
一
以
上
の
目
盛
線
に
つ
い
て
行
う
。
た
だ
し
、
計
る
こ
と

が
で
き
る
最
高
又
は
最
低
の
温
度
を
表
す
目
盛
線
に
つ
い
て
の
器
差
の
検
査
が
困
難
な
と
き
は
、
で
き
る
だ
け

そ
れ
に
近
い
目
盛
線
に
つ
い
て
行
う
。

第
百
三
十
九
条

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
の
器
差
の
検
査
は
、
検
査
を
行
う
直
前
に
三
十
分
間
以
上
計
る
こ
と
が

で
き
る
最
高
の
温
度
に
保
っ
た
後
に
、
零
度
の
目
盛
線
に
つ
い
て
行
い
、
そ
の
後
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
低
の

温
度
を
表
す
目
盛
線
か
ら
始
め
て
順
次
高
い
温
度
を
表
す
目
盛
線
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
や

む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
百
三
十
九
条

温
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
検
査
を
行
う
直
前
に
三
十
分
間
以
上
計
る
こ
と
が
で
き
る
最

高
の
温
度
に
保
っ
た
後
に
、
零
度
の
目
盛
線
に
つ
い
て
行
い
、
そ
の
後
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
低
の
温
度
を
表

す
目
盛
線
か
ら
始
め
て
順
次
高
い
温
度
を
表
す
目
盛
線
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な

い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
百
四
十
条

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
の
器
差
の
検
査
は
、
検
査
槽
を
使
用
し
て
行
う
。
た
だ
し
、
空
気
を
飽
和

し
て
い
る
水
及
び
氷
の
平
衡
温
度
を
用
い
て
検
査
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
百
四
十
条

温
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
検
査
槽
を
使
用
し
て
行
う
。
た
だ
し
、
空
気
を
飽
和
し
て
い
る

水
及
び
氷
の
平
衡
温
度
を
用
い
て
検
査
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
百
四
十
二
条

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
の
器
差
の
検
査
は
、
検
査
槽
を
使
用
す
る
と
き
は
、
特
定
標
準
器
等
及

び
検
査
を
行
う
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
の
温
度
を
感
じ
る
速
さ
に
応
じ
、
検
査
槽
の
温
度
が
検
査
に
必
要
な
一

定
の
温
度
に
保
た
れ
る
状
態
又
は
極
め
て
緩
や
か
に
上
昇
す
る
状
態
に
お
い
て
行
う
。

第
百
四
十
二
条

温
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
検
査
槽
を
使
用
す
る
と
き
は
、
特
定
標
準
器
等
及
び
検
査
を

行
う
温
度
基
準
器
の
温
度
を
感
じ
る
速
さ
に
応
じ
、
検
査
槽
の
温
度
が
検
査
に
必
要
な
一
定
の
温
度
に
保
た
れ

る
状
態
又
は
極
め
て
緩
や
か
に
上
昇
す
る
状
態
に
お
い
て
行
う
。

第
百
四
十
三
条

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
の
器
差
の
検
査
は
、
検
査
槽
を
使
用
す
る
と
き
は
、
検
査
槽
内
の
液
体

を
か
く
は
ん
し
て
、
液
体
の
各
部
の
温
度
が
常
に
均
一
で
あ
る
よ
う
に
し
て
行
う
。

第
百
四
十
三
条

温
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
検
査
槽
を
使
用
す
る
と
き
は
、
検
査
槽
内
の
液
体
を
か
く
は

ん
し
て
、
液
体
の
各
部
の
温
度
が
常
に
均
一
で
あ
る
よ
う
に
し
て
行
う
。

第
百
四
十
四
条

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
の
器
差
の
検
査
を
行
う
と
き
は
、
検
査
を
行
う
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計

の
目
盛
線
を
、
目
盛
線
が
付
さ
れ
て
い
る
面
に
視
線
が
垂
直
に
な
る
位
置
に
置
い
て
、
そ
の
正
面
か
ら
示
度
を

視
定
す
る
。

第
百
四
十
四
条

温
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
を
行
う
と
き
は
、
検
査
を
行
う
温
度
基
準
器
の
目
盛
線
を
、
目
盛

線
が
付
さ
れ
て
い
る
面
に
視
線
が
垂
直
に
な
る
位
置
に
置
い
て
、
そ
の
正
面
か
ら
示
度
を
視
定
す
る
。

第
百
四
十
五
条

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
の
器
差
の
検
査
は
、
感
温
液
が
水
銀
等
で
あ
る
と
き
は
液
面
の
最
上
部

に
お
い
て
、
水
銀
等
以
外
の
液
体
で
あ
る
と
き
は
液
面
の
最
下
部
に
お
い
て
行
う
。

第
百
四
十
五
条

温
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、感
温
液
が
水
銀
等
で
あ
る
と
き
は
液
面
の
最
上
部
に
お
い
て
、

水
銀
等
以
外
の
液
体
で
あ
る
と
き
は
液
面
の
最
下
部
に
お
い
て
行
う
。

第
百
四
十
六
条

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
の
器
差
の
検
査
は
、
検
査
を
行
う
べ
き
温
度
を
表
す
目
盛
線
ま
で
同
一

の
温
度
と
し
た
状
態
で
行
う
。
た
だ
し
、
検
査
槽
の
構
造
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
た
め
、
目
盛

線
ま
で
同
一
の
温
度
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
百
四
十
六
条

温
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
検
査
を
行
う
べ
き
温
度
を
表
す
目
盛
線
ま
で
同
一
の
温
度
と

し
た
状
態
で
行
う
。
た
だ
し
、
検
査
槽
の
構
造
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
た
め
、
目
盛
線
ま
で
同

一
の
温
度
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
百
四
十
七
条

前
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
の
器
差
の
検
査
を
目
盛
線
ま
で
同
一

の
温
度
と
し
な
い
で
行
っ
た
と
き
は
、
次
の
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
値
又
は
次
項
に
規
定
す
る
方
法
で
実
測
さ

れ
た
補
正
値
に
よ
り
補
正
す
る
。

第
百
四
十
七
条

前
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
温
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
を
目
盛
線
ま
で
同
一
の
温
度
と

し
な
い
で
行
っ
た
と
き
は
、
次
の
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
値
又
は
次
項
に
規
定
す
る
方
法
で
実
測
さ
れ
た
補
正

値
に
よ
り
補
正
す
る
。
補
正
値
＝
ｎ
（
Ｔ
－
ｔ
）
Ｋ

補
正
値
＝
ｎ
（
Ｔ
－
ｔ
）
Ｋ

ｎ
は
、
露
出
部
（
検
査
を
行
う
目
盛
線
と
そ
れ
に
対
応
す
る
温
度
に
保
っ
た
箇
所
と
の
間
の
部
分
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
長
さ
を
そ
の
目
盛
面
に
お
け
る
一
度
に
相
当
す
る
長
さ
で
除
し
た
値

ｎ
は
、
露
出
部
（
検
査
を
行
う
目
盛
線
と
そ
れ
に
対
応
す
る
温
度
に
保
っ
た
箇
所
と
の
間
の
部
分
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
長
さ
を
そ
の
目
盛
面
に
お
け
る
一
度
に
相
当
す
る
長
さ
で
除
し
た
値

Ｔ
は
、
検
査
槽
の
温
度

Ｔ
は
、
検
査
槽
の
温
度
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ｔ
は
、
露
出
部
の
平
均
の
温
度

ｔ
は
、
露
出
部
の
平
均
の
温
度

Ｋ
は
、
ガ
ラ
ス
に
対
す
る
感
温
液
の
見
か
け
の
膨
張
係
数
（
基
準
液
体
温
度
計
に
あ
っ
て
は
千
分
の
一
、
基

準
水
銀
温
度
計
に
あ
っ
て
は
六
千
百
分
の
一
）

Ｋ
は
、
ガ
ラ
ス
に
対
す
る
感
温
液
の
見
か
け
の
膨
張
係
数
（
基
準
液
体
温
度
計
に
あ
っ
て
は
千
分
の
一
、
基

準
液
体
温
度
計
以
外
の
温
度
基
準
器
に
あ
っ
て
は
六
千
百
分
の
一
）

２

補
正
値
を
実
測
す
る
場
合
は
、
検
査
を
行
う
べ
き
温
度
を
表
す
目
盛
線
ま
で
同
一
の
温
度
と
し
て
検
査
を

行
っ
た
場
合
に
得
た
器
差
か
ら
、
当
該
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
を
通
常
検
査
を
行
う
露
出
部
の
長
さ
に
露
出
さ

せ
た
状
態
で
得
た
器
差
を
減
じ
て
算
出
す
る
。

２

補
正
値
を
実
測
す
る
場
合
は
、
検
査
を
行
う
べ
き
温
度
を
表
す
目
盛
線
ま
で
同
一
の
温
度
と
し
て
検
査
を

行
っ
た
場
合
に
得
た
器
差
か
ら
、
当
該
温
度
基
準
器
を
通
常
検
査
を
行
う
露
出
部
の
長
さ
に
露
出
さ
せ
た
状
態

で
得
た
器
差
を
減
じ
て
算
出
す
る
。

第
二
款

体
温
計
用
基
準
電
気
式
温
度
計

﹇
新
設
﹈

（
機
構
及
び
作
用
の
検
査
）

第
百
四
十
七
条
の
二

体
温
計
用
基
準
電
気
式
温
度
計
の
機
構
及
び
作
用
の
検
査
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｔ
一
一
四

〇
（
二
〇
二
四
）
附
属
書
に
よ
る
。

﹇
新
設
﹈

（
器
差
の
検
査
）

第
百
四
十
七
条
の
三

体
温
計
用
基
準
電
気
式
温
度
計
の
器
差
の
検
査
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｔ
一
一
四
〇
（
二
〇

二
四
）
附
属
書
に
よ
る
。

﹇
新
設
﹈

第
八
章

圧
力
基
準
器

第
八
章

圧
力
基
準
器

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
三
款

基
準
電
気
式
圧
力
計

﹇
新
設
﹈

（
表
記
）

第
三
百
九
条
の
二

基
準
電
気
式
圧
力
計
の
表
記
事
項
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
五
〇
五

二
（
二
〇
二
二
）
附

属
書
に
よ
る
。

﹇
新
設
﹈

（
機
構
及
び
作
用
）

第
三
百
九
条
の
三

基
準
電
気
式
圧
力
計
の
機
構
及
び
作
用
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
五
〇
五

二（
二
〇
二
二
）

附
属
書
に
よ
る
。

﹇
新
設
﹈

第
四
款

血
圧
計
用
基
準
圧
力
計

第
三
款

血
圧
計
用
基
準
圧
力
計

（
表
記
）

（
表
記
）

第
三
百
九
条
の
四

血
圧
計
用
基
準
圧
力
計
の
表
記
事
項
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｔ
一
一
一
五
（
二
〇
二
三
）
附
属

書
に
よ
る
。

第
三
百
九
条
の
二

血
圧
計
用
基
準
圧
力
計
の
表
記
事
項
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｔ
一
一
一
五
（
二
〇
一
八
）
附
属

書
に
よ
る
。

（
機
構
及
び
作
用
）

（
機
構
及
び
作
用
）

第
三
百
九
条
の
五

血
圧
計
用
基
準
圧
力
計
の
機
構
及
び
作
用
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｔ
一
一
一
五
（
二
〇
二
三
）

附
属
書
に
よ
る
。

第
三
百
九
条
の
三

血
圧
計
用
基
準
圧
力
計
の
機
構
及
び
作
用
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｔ
一
一
一
五
（
二
〇
一
八
）

附
属
書
に
よ
る
。

第
二
節

基
準
器
公
差

第
二
節

基
準
器
公
差

（
基
準
電
気
式
圧
力
計
の
基
準
器
公
差
）

第
三
百
十
一
条
の
二

基
準
電
気
式
圧
力
計
の
基
準
器
公
差
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
五
〇
五

二（
二
〇
二
二
）

附
属
書
に
よ
る
。

﹇
新
設
﹈

（
血
圧
計
用
基
準
圧
力
計
の
基
準
器
公
差
）

（
血
圧
計
用
基
準
圧
力
計
の
基
準
器
公
差
）

第
三
百
十
一
条
の
三

血
圧
計
用
基
準
圧
力
計
の
基
準
器
公
差
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｔ
一
一
一
五
（
二
〇
二
三
）

附
属
書
に
よ
る
。

第
三
百
十
一
条
の
二

血
圧
計
用
基
準
圧
力
計
の
基
準
器
公
差
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｔ
一
一
一
五
（
二
〇
一
八
）

附
属
書
に
よ
る
。

第
三
節

検
査
方
法

第
三
節

検
査
方
法

第
一
款

通
則

第
一
款

通
則

（
検
査
の
条
件
）

（
検
査
の
条
件
）

第
三
百
十
二
条

基
準
液
柱
型
圧
力
計
及
び
基
準
重
錘
型
圧
力
計
の
検
査
は
、
当
該
基
準
液
柱
型
圧
力
計
及
び
基

準
重
錘
型
圧
力
計
を
水
平
に
設
置
し
た
後
に
、
常
温
で
行
う
。

第
三
百
十
二
条

圧
力
基
準
器
（
血
圧
計
用
基
準
圧
力
計
を
除
く
。）の
検
査
は
、
当
該
圧
力
基
準
器
を
水
平
に
設

置
し
た
後
に
、
常
温
で
行
う
。

２

基
準
電
気
式
圧
力
計
の
検
査
の
条
件
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
五
〇
五

二
（
二
〇
二
二
）附
属
書
に
よ
る
。

﹇
新
設
﹈

３

血
圧
計
用
基
準
圧
力
計
の
検
査
の
条
件
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｔ
一
一
一
五
（
二
〇
二
三
）
附
属
書
に
よ
る
。

２

血
圧
計
用
基
準
圧
力
計
の
検
査
の
条
件
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｔ
一
一
一
五
（
二
〇
一
八
）
附
属
書
に
よ
る
。
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第
四
款

基
準
電
気
式
圧
力
計

﹇
新
設
﹈

（
機
構
及
び
作
用
の
検
査
）

第
三
百
十
七
条
の
二

基
準
電
気
式
圧
力
計
の
機
構
及
び
作
用
の
検
査
は
、日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
五
〇
五

二（
二

〇
二
二
）
附
属
書
に
よ
る
。

﹇
新
設
﹈

（
器
差
の
検
査
）

第
三
百
十
七
条
の
三

基
準
電
気
式
圧
力
計
の
器
差
の
検
査
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
五
〇
五

二（
二
〇
二
二
）

附
属
書
に
よ
る
。

﹇
新
設
﹈

第
五
款

血
圧
計
用
基
準
圧
力
計

第
四
款

血
圧
計
用
基
準
圧
力
計

（
機
構
及
び
作
用
の
検
査
）

（
機
構
及
び
作
用
の
検
査
）

第
三
百
十
七
条
の
四

血
圧
計
用
基
準
圧
力
計
の
機
構
及
び
作
用
の
検
査
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｔ
一
一
一
五
（
二

〇
二
三
）
附
属
書
に
よ
る
。

第
三
百
十
七
条
の
二

血
圧
計
用
基
準
圧
力
計
の
機
構
及
び
作
用
の
検
査
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｔ
一
一
一
五
（
二

〇
一
八
）
附
属
書
に
よ
る
。

（
器
差
の
検
査
）

（
器
差
の
検
査
）

第
三
百
十
七
条
の
五

血
圧
計
用
基
準
圧
力
計
の
器
差
の
検
査
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｔ
一
一
一
五
（
二
〇
二
三
）

附
属
書
に
よ
る
。

第
三
百
十
七
条
の
三

血
圧
計
用
基
準
圧
力
計
の
器
差
の
検
査
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｔ
一
一
一
五
（
二
〇
一
八
）

附
属
書
に
よ
る
。

別
表
（
第
二
十
四
条
関
係
）

別
表
（
第
二
十
四
条
関
係
）

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
（
体
温
計
に
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。）

﹇
略
﹈

温
度
基
準
器
（
体
温
計
に
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。）

﹇
略
﹈

体
温
計
に
使
用
す
る
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計

﹇
略
﹈

体
温
計
に
使
用
す
る
温
度
基
準
器

﹇
略
﹈

体
温
計
用
基
準
電
気
式
温
度
計

零
度
を
含
む
一
度
ご
と
の
表
す
量

の
う
ち
、
五
箇
所
以
内
の
表
す
量

﹇
新
設
﹈

﹇
新
設
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

基
準
重
錘
型
圧
力
計

﹇
略
﹈

基
準
重
錘
型
圧
力
計

﹇
略
﹈

基
準
電
気
式
圧
力
計

任
意
の
四
箇
所
以
内
の
表
す
量

﹇
新
設
﹈

﹇
新
設
﹈

血
圧
計
用
基
準
圧
力
計

任
意
の
七
箇
所
以
上
の
表
す
量

血
圧
計
用
基
準
圧
力
計

任
意
の
三
箇
所
以
内
の
表
す
量

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

液
化
石
油
ガ
ス
用
基
準
浮
ひ
ょ
う
型
密
度
計

﹇
略
﹈

液
化
石
油
ガ
ス
用
浮
ひ
ょ
う
型
密
度
計

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
削
る
﹈

備
考

温
度
基
準
器
、
密
度
基
準
器
、
濃
度
基
準
器
及
び
比
重
基
準
器
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
右
に
掲
げ
る
箇
所
以
外
の
箇
所
に
つ
い
て
の
器
差
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。
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（
指
定
製
造
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

指
定
製
造
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
検
査
方
法
等
）

（
検
査
方
法
等
）

第
七
条

法
第
九
十
五
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
検
査
並
び
に
そ
の
検
査
記
録
の
作
成
及
び
保
存

は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
七
条

法
第
九
十
五
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
検
査
並
び
に
そ
の
検
査
記
録
の
作
成
及
び
保
存

は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
略
﹈

二

製
造
さ
れ
る
す
べ
て
の
特
定
計
量
器
に
つ
い
て
法
第
七
十
一
条
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法

に
よ
り
器
差
の
検
査
を
行
い
、
法
第
七
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
検
定
公
差
を
超

え
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

二

製
造
さ
れ
る
す
べ
て
の
特
定
計
量
器
に
つ
い
て
器
差
の
検
査
を
行
い
、
法
第
七
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
検
定
公
差
を
超
え
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

三
〜
七

﹇
略
﹈

三
〜
七

﹇
略
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

（
計
量
法
関
係
手
数
料
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

計
量
法
関
係
手
数
料
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
の
二
（
第
四
条
第
二
項
関
係
）

別
表
第
一
の
二
（
第
四
条
第
二
項
関
係
）

特

定

計

量

器

一
件
に
つ
い
て
の
金
額

特

定

計

量

器

一
件
に
つ
い
て
の
金
額

一
〜
十

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

一
〜
十

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

十
一

削
除

十
一

騒
音
計

﹇
削
る
﹈

﹇
削
る
﹈

イ

使
用
最
大
周
波
数
が
八
千
ヘ
ル
ツ
以
下
の
も
の

十
六
万
七
千
五
百
円

﹇
削
る
﹈

﹇
削
る
﹈

ロ

使
用
最
大
周
波
数
が
八
千
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
も
の

十
七
万
七
千
九
百
円

十
二
〜
十
四

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

十
二
〜
十
四

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

別
表
第
一
の
三
（
第
四
条
第
二
項
関
係
）

別
表
第
一
の
三
（
第
四
条
第
二
項
関
係
）

特
定
計
量
器

試

験

一
件
に
つ
い
て
の
減
ず
る
金
額

特
定
計
量
器

試

験

一
件
に
つ
い
て
の
減
ず
る
金
額

一
〜
四

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

一
〜
四

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

五

騒
音
計

１

表
示
装
置
試
験
、
ア
ナ
ロ
グ

又
は
デ
ジ
タ
ル
出
力
試
験
及
び

電
源
試
験

二
万
五
千
百
円

﹇
新
設
﹈

﹇
新
設
﹈

﹇
新
設
﹈

２

放
射
無
線
周
波
電
磁
界
イ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験

十
二
万
千
三
百
円

﹇
新
設
﹈

﹇
新
設
﹈

３

無
線
周
波
電
磁
界
に
よ
っ
て

誘
導
す
る
伝
導
妨
害
に
対
す
る

イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験

五
万
四
千
四
百
円

﹇
新
設
﹈

﹇
新
設
﹈

４

サ
ー
ジ
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験

三
万
八
千
六
百
円

﹇
新
設
﹈

﹇
新
設
﹈

５

静
圧
試
験
、周
囲
温
度
試
験
、

湿
度
試
験
及
び
２
か
ら
４
ま
で

に
掲
げ
る
試
験
以
外
の
電
磁
環

境
の
影
響
に
係
る
試
験

五
万
八
千
二
百
円

﹇
新
設
﹈

﹇
新
設
﹈

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



別
表
第
二
（
第
五
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
五
条
関
係
）

基

準

器

一
個
に
つ
い
て
の
金
額

基

準

器

一
個
に
つ
い
て
の
金
額

一
・
二

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

三

温
度
基
準
器

三

温
度
基
準
器

イ

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

イ

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

ロ

体
温
計
用
基
準
電
気
式
温
度
計

十
九
万
七
千
円

﹇
新
設
﹈

﹇
新
設
﹈

四
・
五

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

四
・
五

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

六

圧
力
基
準
器

六

圧
力
基
準
器

イ
・
ロ

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

イ
・
ロ

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

ハ

基
準
電
気
式
圧
力
計

三
十
八
万
五
千
七
百
円

﹇
新
設
﹈

﹇
新
設
﹈

ニ

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

ハ

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

七
〜
十
二

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

七
〜
十
二

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

別
表
第
三
（
第
五
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
五
条
関
係
）

基

準

器

一
個
に
つ
い
て
の
金
額

基

準

器

一
個
に
つ
い
て
の
金
額

一
・
二

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

三

温
度
基
準
器

三

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計

イ

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計

﹇
削
る
﹈

イ

計
る
こ
と
が
で
き
る
温
度
が
零
下
三
度
を
超
え
百
三
度
以
下

の
も
の

三
千
百
円

計
る
こ
と
が
で
き
る
温
度
が
零
下
三
度
を
超
え
百
三
度
以

下
の
も
の

三
千
百
円

﹇
新
設
﹈

﹇
新
設
﹈

イ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

五
千
六
百
円

﹇
新
設
﹈

﹇
新
設
﹈

ロ

体
温
計
用
基
準
電
気
式
温
度
計

三
千
三
百
五
十
円

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

五
千
六
百
円

四
・
五

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

四
・
五

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

六

圧
力
基
準
器

六

圧
力
基
準
器

イ
・
ロ

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

イ
・
ロ

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

ハ

基
準
電
気
式
圧
力
計

二
万
六
千
二
百
円

﹇
新
設
﹈

﹇
新
設
﹈

ニ

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

ハ

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

七
〜
十
二

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

七
〜
十
二

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
百
十
五
条
第
三
号
、
第
二
百
二
十
二
条
第
三
号
、
第
二
百
五
十
五
条
第
三
号
、
第
二
百
五
十
六
条
第
三
号
、
第
二
百
七
十
二
条
第
三
号
、
第
二
百
八
十
二
条
第
三
号
、
第
二
百
八
十
三
条
第
三
号
、
第
二
百
八
十
四
条
第
三
号
及
び
第

二
百
八
十
四
条
の
二
第
三
号
中
「
二
〇
一
四
」
を
「
二
〇
二
四
」
に
改
め
る
。





令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

第
五
百
二
十
五
条
第
二
号
、
第
五
百
二
十
七
条
第
二
号
、
第
五
百
三
十
七
条
第
二
号
、
第
五
百
三
十
八
条
第
二
号
、
第
五
百
四
十
四
条
第
二
号
、
第
五
百
四
十
七
条
第
二
号
、
第
五
百
四
十
八
条
第
二
号
、
第
五
百
四
十
九
条
第
二
号
及
び

第
五
百
四
十
九
条
の
二
第
二
号
中
「
二
〇
一
五
」
を
「
二
〇
二
二
」
に
改
め
る
。

第
五
百
五
十
条
、
第
五
百
五
十
一
条
第
一
号
、
第
五
百
六
十
四
条
第
一
号
、
第
五
百
六
十
五
条
第
一
号
、
第
五
百
七
十
三
条
第
一
号
、
第
五
百
七
十
四
条
第
一
号
、
第
五
百
七
十
五
条
第
一
号
、
第
五
百
七
十
六
条
第
一
号
及
び
第
五
百
七

十
七
条
第
一
号
中
「
二
〇
一
八
」
を
「
二
〇
二
三
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
抵
抗
体
温
計
の
基
準
適
合
義
務
に
係
る
特
例
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
計
量
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
七
十
六
条
第
一
項
、
法
第
八
十
一
条
第
一
項
又
は
法
第
八
十
九
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
型
式
及
び
同
日
前
に
型
式
の
承
認
の
申
請
を
し
て
同
日
以
降
に
当
該
型

式
の
承
認
を
受
け
た
型
式
に
属
す
る
抵
抗
体
温
計
に
つ
い
て
の
法
第
八
十
条
、
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
九
条
第
二
項
の
製
造
技
術
基
準
並
び
に
法
第
九
十
五
条
第
一
項
及
び
第
百
一
条
第
二
項
の
法
第
七
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
で
あ
っ
て
同
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
以
下
「
旧
省
令
」
と
い
う
。）第
五
百
四
十
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
器
差
検
定
の
方
法
又
は
法
第
九
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
製
造
事
業
者
（
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
十
六
条
第
一

項
第
二
号
ロ
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
に
限
る
。）が
行
う
法
第
九
十
五
条
第
二
項
の
検
査
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
以
下
「
新
省
令
」
と
い
う
。）第
五
百
四
十
四
条
第
二
号
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
三
年
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条

旧
省
令
第
五
百
四
十
九
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
器
差
検
査
の
方
法
又
は
法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
適
正
計
量
管
理
事
業
所
（
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
同
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
に
限
る
。）が
行
う
計
量
法

施
行
規
則
第
七
十
五
条
第
二
項
の
検
査
に
つ
い
て
は
、
新
省
令
第
五
百
四
十
九
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
三
年
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。




